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○日   時  令和４年９月２７日（火）午後２時００分から午後２時１６分 

 

○場   所  台東区役所 ６階 教育委員会室 

 

○出 席 者 

     教   育   長   矢下  薫 

     教育長職務代理者   神田しげみ 

     委      員   髙森 大乗 

     委      員   末廣 照純 

 

○出 席 者 

     事 務 局 次 長   梶  靖彦 

     庶 務 課 長   横倉  亨 

     学 務 課 長   川田 崇彰 

     児 童 保 育 課 長   清水 良登 

     放課後対策担当課長   小野田 登 

     指 導 課 長   瀧田 健二 

     教育改革担当課長   工藤 哲士 
     兼 教 育 支 援 館 長    

     生 涯 学 習 課 長   久木田太郎 

     スポーツ振興課長   村松 克尚 

     中 央 図 書 館 長   大塚美奈子 

     事 務 局 副 参 事   河野 友和 

 

 

○日   程 

 日程第１ 議案審議 

 第２９号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

 第３０号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する

規則 

 第３１号議案 東京都台東区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する

規則 

 日程第２ 教育長報告 

 １ 報告事項 

 （１）指導課 
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   ア 令和４年度児童・生徒の活躍について 

 （２）中央図書館 

   イ 池波正太郎自筆原稿等寄付の受領について 

 ３ その他 
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午後2時00分 開会 

○矢下教育長 ただいまから、令和4年第18回台東区教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日の会議録署名委員は、末廣委員にお願いいたします。 

 また、垣内委員は所用のため、本日は欠席でございます。なお、教育長及び在任委員の

過半数の出席を得ておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第

3 項の規定により、本日の会議は有効に成立しております。 

 ここで、傍聴について申し上げます。 

 本日、会議の傍聴を希望する方については許可することとしておりますので、ご了承く

ださい。 

 なお、撮影または録音につきましては、所定の手続を行った場合のみ許可することとい

たしたいと思います。 

 それでは、まず審議順序の変更について私から申し上げます。日程第 2、教育長報告の

報告事項、指導課のアについては、議会報告前の案件であり、傍聴にはなじまないと思わ

れます。つきましては、順序を変更して最後に聴取いたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（異議なし） 

○矢下教育長 ご異議ございませんので、そのように決定いたしました。 

 

〈日程第１ 議案審議〉 

第２９号議案 

○矢下教育長 それでは日程第 1、議案審議に入ります。 

 議案の提案理由、及び内容について、説明をお願いします。 

 はじめに、第 29 号議案を議題といたします。指導課長、説明をお願いします。 

○指導課長 第 29 号議案について、ご説明いたします。本案は、地方公務員の育児休業

等に関する法律の改正に伴い、国に準じ、男性職員が配偶者の産前・産後に、子の育児の

ために取得できる育児参加休暇の対象期間を拡大するものでございます。 

 恐れ入りますが、新旧対照表をご覧ください。現行の対象期間である、出産の日後 10

週間を、出産の日以後 1 年に改正いたします。 

 第 29 号議案についての説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご

決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○矢下教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 これより採決いたします。第 29 号議案につきましては、原案どおり決定

いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 
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○矢下教育長 ご異議ございませんので、原案どおり決定いたしました。 

 

第３０号議案 

第３１号議案 

○矢下教育長 次に、第30号議案を議題といたします。なお、関連する第31号議案につい

ても、一括して審議いたします。 

 庶務課長、説明をお願いします。 

○庶務課長 それでは、第30号議案、東京都台東区幼稚園教育職員の期末手当に関する規

則の一部を改正する規則、及び、第31号議案、東京都台東区幼稚園教育職員の勤勉手当に

関する規則の一部を改正する規則について、ご説明いたします。 

 まずは資料をご覧ください。本件につきましては、先ほど申しましたとおり、地方公務

員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、期末手当及び勤勉手当の支給期間における育

児休業期間の欠勤等の日数の算定方法を改訂するものでございます。 

 それでは、新旧対照表をご覧ください。 

 第30号議案、及び第31号議案、第5条第1項第6号の育児休業期間の算定において、子供

の出生後8週間以内と、それ以外の期間に関する育児休業のそれぞれについて、承認を受

けた期間が1か月以内である場合は、当該機関の欠勤の期間から除く内容に改正するもの

でございます。 

 施行日につきましては、令和4年10月1日となります。 

 端的に言いますと、育休、育児休暇を柔軟に取得できるように、期末勤勉手当について、

育児休業を取っても減額となる期間を増やすという形での条例改正ということでございま

す。 

 説明は以上となります。よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださるよう、よろし

くお願いいたします。 

○矢下教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問はございませんか。 

○髙森委員 先ほど、第29号議案の男性教育職員が対象でしたけれども、こちらは男女共

通に関わるものになるのか。 

○庶務課長 基本的には、産休の、主に、男性が多くなるところだと思いますけれども、

出産後8週間以内にとれる休暇ということなので、産後パパ育休という形になるかと思う

ので、半分は。それ以後につきましては、女性のほうも対象になっているのかなと思いま

すけれども、そんなような形での改正というふうには認識してございます。 

○髙森委員 ちなみに、台東区には該当する男性職員というのはいらっしゃるんでしょう

か。 

○庶務課長 これは幼稚園教諭の対象にとなるものですので…… 

○指導課長 区立幼稚園のほうは、現在男性の教員というのはおりません。 

○矢下教育長 ほかはよろしいですか。 
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（なし） 

○矢下教育長 それでは、これより採決をいたします。第30号議案、及び第31号議案につ

いては、原案どおり決定いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

○矢下教育長 ご異議ございませんので、原案どおり決定いたしました。 

 

〈日程第２ 教育長報告〉 

１ 報告事項 

（２）中央図書館 イ 

○矢下教育長 次に、日程第2、教育長報告の報告事項を議題といたします。 

 中央図書館のイについて、中央図書館長、報告をお願いします。 

○中央図書館長 それでは、池波正太郎自筆原稿等寄付の受領について、ご説明いたしま

す。資料2をご覧ください。 

 この度、池波正太郎の作品を出版しております、小説新潮の編集者であった方がお亡く

なりになられ、ご遺族の方より自筆原稿等の寄付を受領いたしましたので、ご報告いたし

ます。 

 項番1、寄付申込者につきましては、記載のとおりでございます。 

 項番2、寄付品目につきましては、『剣客商売』の「おたま」などの自筆原稿5点、全89

枚。その他、写真が2点で3枚。取材写真のネガ1点でございます。 

 なお、寄贈いただいた資料の写真を参考として添付させていただきましたので、後ほど

ご覧いただけたらと思います。 

 続きまして、項番4の評価額でございますが、自筆原稿のみの評価額として、445万円と

なります。 

 なお、これらの資料に関しては、一旦は池波正太郎関連の倉庫に保管いたしますが、今

後、生誕100年の記念事業もございますので、企画展等の展示で、なるべく広く公開して

いく予定でございます。 

 ご報告は以上でございます。 

○矢下教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 それでは、中央図書館のイについては、報告どおり了承願います。 

 

３ その他 

○矢下教育長 その他、何かございますでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 それでは、会議の冒頭に申し上げましたとおり、これより議会報告前の案
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件について聴取いたしたいと思います。 

 恐れ入りますが、傍聴人の方はご退室をお願いいたします。 

（傍聴人退室） 

 

〈日程第２ 教育長報告〉 

１ 報告事項 

（１）指導課 ア 

○矢下教育長 それでは、教育長報告の報告事項を議題といたします。指導課のアについ

て、指導課長、報告をお願いします。 

○指導課長 令和4年度の児童・生徒の活躍について、ご報告いたします。資料をご覧く

ださい。 

 本件は、本年度、児童・生徒が体育的活動・文化的活動において、全国大会や関東大会、

都大会等で活躍した結果について、まとめたものでございます。 

 年度の途中ではございますが、多くの部活動の中学3年生が引退する8月末を一つの区切

りとして、毎年この時期にご報告しております。子供たちが努力を重ね、自分自身の力を

最大限に発揮した成果が表れております。これらの活躍につきましては、各校において全

校朝会等で他の児童・生徒にも伝え、当該児童・生徒の努力を賞賛するとともに、他の児

童・生徒にも、目標に向かって努力することの大切さを指導する機会としております。 

 指導課といたしましては、今後も子供たちが自己実現を果たし、さらに自信を持つこと

ができるよう支援してまいります。 

 令和4年度の児童・生徒の活躍につきましては、以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

○矢下教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問はございませんか。 

○神田委員 大変、児童・生徒がこのようにいろいろな場面で活躍していることを大変う

れしく思います。このような活躍をしているお子さんに関しては、本人からの申出や学校

からの推薦など、様々にあるかなと思うんですが、どんなような形で上げられてきて、審

査はどのよう行われているのでしょうか。 

○指導課長 基本的には、学校に保護者、児童・生徒から上がってきた情報を基に、学校

からこちらに情報をいただいておりまして、その中から、全国大会レベル・関東大会レベ

ルで、都大会に関しては、ある程度上位に入っているということで、例えば吹奏楽コンク

ールは、銅賞については、何らかの、吹奏楽コンクールは賞がもらえるので、一応金賞と

銀賞のみということで、他の学校で参加して同省の学校もございましたが、今回は金賞・

銀賞ということで載せさせていただいております。 

 そういったところで掲載しております。 

○神田委員 ありがとうございます。できるだけ活躍した子たちが漏れないように表彰し

てあげたいと思うのですけれども、きちんとした基準を設けていらっしゃるということで、
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またこれからもこのように活躍する子たちが増えていくようにと願っています。 

○髙森委員 ギネス記録更新、面白いですね、これ。30秒で最も多く片足で横跳びをした

数。これ、すごいなと思って、どういうことって。 

○指導課長 こちらは、学童の取組の中で、動画を撮って、それをギネスへ送ったところ、

認められたというふうに伺っています。何かちょっと学童の取組の中で挑戦しようという

のをやっている一つだというふうに伺っています。 

○髙森委員 学童でそういうことをやっているって、そういえば聞いたことがありました

ね、ギネスに挑戦しようという。分かりました。 

 なかなか個人ではこのWorld Recordsってエントリーできないでしょうから。 

○放課後対策担当課長 ギネスの件につきまして、1点補足で、すみません。ご説明させ

ていただきます。 

 こちらに関しては学童でございませんで、児童館になります。児童館を利用している児

童の記録になりまして、児童館を全国的に支援している一般財団法人児童健全育成推進財

団、こちらのほうで企画したものに、児童館利用の人が参加をして取得をしたということ

になっております。 

○髙森委員 じゃあもうちょっと大きい組織ですね。分かりました。 

○矢下教育長 その他、よろしいでしょうか。 

（なし） 

○矢下教育長 それでは、指導課のアについては、報告どおり了承願います。 

 

３ その他 

○矢下教育長 次に、その他事項についてでございます。 

 事前に資料を配付させていただいております。後ほどご覧いただければと思いますが、

ご質問や補足の説明などはございますか。 

○庶務課長 先日の委員会で、髙森委員より、コロナに関する教育委員会の影響額という

形でのご質問をいただいたところ、調べさせていただいたところでございます。 

 まず、執行率 70％以下という形での事業におけるコロナの影響額という形で一部切り

取りをさせていただいてという形で調べさせていただきました。 

 こちらのほう、表を見ていただけるとおり、平成 30 年度には 32 事業で、平成 30 年度

につきましては、当然まだコロナの影響がございませんが、令和 2 年度につきましては、

110 件のうち 76 件が影響があった、70％以下の執行率であったと令和 3 年度につきまし

ては、80 件で、うち 47 件がコロナにより執行ができなかったという事業数になってござ

います。 

 金額につきましては、令和 2 年度が 4,342 万 8,000 円という形での執行残が出てしまっ

た。令和 3 年度、去年の決算におきましては、1,413 万 5,000 円という形になってござい

ます。 
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 令和 2 年度と比べまして、3 年度につきましては、やはり改善は出てきておりますけれ

ども、なかなかまだ執行が残っていると。通常だったら、70％以下の事業は 30 事業程度

なんですけれども、やはりなかなか執行できないという事業が教育委員会内では増えてい

るという状況でございます。 

 下の表につきましては、コロナの影響で残高が多かった各年度の、元年度・2 年度・3

年度の事業ですので、ご参考にご確認ください。 

 報告については以上となります。よろしくお願いいたします。 

○矢下教育長 これについては、一括してよろしくお願いいたします。 

 その他、何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

 それでは、今回、私が出席をさせていただく最後の教育委員会となりますので、一言お

礼のご挨拶を申し上げます。 

 教育委員の先生方と教育に関わらせていただいて、私にとっては、極めて有意義な経験

だったと思っています。評価とか、あるいはしなければいけなかったこと、できなかった

こと、さらに積み上げていくこと等々は、今はまだ教育は本当に改革の時期というか、大

きな転換点のような気もするのですが、様々あると思いますので、ぜひ先生方も教育委員

会一丸となって支えていきますので、ぜひともさらなるご活躍をいただきたいと思います。 

 本当に長い間、ありがとうございました。 

 以上をもって、本日予定された議事日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、本日の定例会を閉じ、散会といたします。 

午後 2 時 16 分 閉会 

 


